
（平成２４年７月４日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認福島地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件



福島厚生年金 事案 1393 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 48年 10月６日に、資格喪失日に係る記録を 49年

９月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年 10月６日から 49年９月 21日まで 

私は、Ｃ社Ｄ工場を退職した後、昭和 48 年 10 月６日から 49 年９月 20

日までＡ社Ｅ営業所に勤務し、Ｆ課に所属していた。 

当時の会社の取扱いとして、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険はセ

ットで加入していたと記憶している。 

雇用保険の加入記録があるのに、厚生年金保険の加入記録が無いのは納

得できないので、調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人の上司等の証言により、申立人は、申立期

間において、Ａ社Ｅ営業所に勤務していたことが確認できる。 

また、Ｂ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書によれば、申立人に係る届出欄は削除線が付されているものの、申立人

の氏名、厚生年金保険被保険者台帳記号番号、標準報酬月額（11 万円）及び

資格喪失日（昭和 49 年９月 21 日）が記載されている上、被保険者証添付の

欄は「有」に丸印が付されていることから、当時、Ａ社は、申立人を厚生年

金保険被保険者としていたことが推認できる。 

さらに、申立人の上司は、「申立人は、正社員として勤務しており、親会



社であるＣ社の出身だということで給与が私よりも高かった。申立人より給

与の低い私が厚生年金保険に加入しているのに、申立人が加入していないと

は考え難い。」と述べている上、オンライン記録によれば、申立人及び複数

の同僚が記憶するＡ社Ｅ営業所の当時の従業員のうち申立人を除く全員に、

厚生年金保険の被保険者記録を確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ社から提出された健康保険

厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書に記載されている標準報酬月額か

ら、11万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、申立期間の健康保険厚生年金保険被保険

者原票の整理番号に欠番が見当たらず、Ａ社が加入していたＧ健康保険組合

に申立人の加入記録が無いこと、及びＢ社は申立人に係る「健康保険厚生年

金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬月額決定通知」が無いと回答して

いることから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは

考えられない上、資格の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事

務所が申立人に係る届出を記録していないとは、通常の事務処理では考え難

いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の取得等に係る届出は行

われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 48 年 10 月

から 49 年８月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



福島厚生年金 事案 1394 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①のうち、平成４年１月 31 日から同年４月 13 日までの期間につ

いて、申立人のＡ社（Ｂ市）における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、

同年４月 13 日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日の記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、26 万円とすることが妥当であ

る。 

申立期間②について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報

酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、

申立期間②の標準報酬月額を 26万円に訂正することが必要である。 

申立期間③のうち、平成４年 12月 26日から５年２月 26日までの期間につ

いて、申立人のＡ社（Ｃ市）における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、

同年２月 26 日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被

保険者資格喪失日の記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、26 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年１月 31日から同年７月１日まで 

② 平成４年７月１日から同年 12月 26日まで 

③ 平成４年 12月 26日から７年４月頃まで 

私は、平成２年７月頃から７年４月頃まで、Ａ社（Ｂ市、後にＣ市に移

転）に継続して勤務していたので、申立期間①及び③について、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

申立期間②について、年金記録上の標準報酬月額は８万円となっており

実際に支給されていた給与額より低くなっているので、標準報酬月額を調

査してほしい。 

、

 

第３ 委員会の判断の理由 



１ 申立人の上司の記憶及び申立人の具体的な勤務の記憶等から判断すると、

申立人は、申立期間①、②及び③において、Ａ社（Ｂ市、後にＣ市に移

転）に継続して勤務していたことが推認できる。 

また、申立人の上司は、「申立人は、Ｄ職であり、社会保険関係業務に

は携わっていなかった。」と述べている上、Ａ社に係る商業登記簿謄本に

よれば、申立人は同社の役員ではなかったことが確認できることから、申

立人は、以下の申立期間①、②及び③における厚生年金保険被保険者資格

に係る取消処理及び標準報酬月額の減額訂正処理に関与していなかったも

のと認められる。 

２ 申立期間①のうち、平成４年１月 31 日から同年４月 13 日までの期間に

ついて、オンライン記録によれば、申立人を含む 11 人が、Ａ社（Ｂ市）が

厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成４年１月 31 日。以下

「全喪日」という。）に被保険者資格を喪失し、当該 11 人のうち申立人を

含む８人に係る資格喪失の処理は、全喪日の後の同年４月 13 日付けで行わ

れていることが確認できる上、複数の同僚が、全喪日の後の日付で被保険

者資格を取得又は喪失していることが確認できるところ、当該同僚の被保

険者資格に係る記録は、全喪日の後の４年４月 16 日付けで遡及して取り消

されていることが確認できる。 

また、Ａ社（Ｂ市）に係る商業登記簿謄本によれば、同社は、当該期間

において法人格を有し、厚生年金保険の適用事業所としての要件を満たし

ていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、前述の処理を

行う合理的な理由は無く、申立人について、平成４年１月 31 日に資格喪失

した旨の処理は有効なものと認められず、申立人のＡ社（Ｂ市）における

資格喪失日は、申立人の資格喪失に係る処理日である同年４月 13 日である

と認められる。 

なお、申立期間①のうち、平成４年１月から同年３月までの期間の標準

報酬月額については、申立人のＡ社（Ｂ市）における３年 12 月のオンライ

ン記録から、26万円とすることが妥当である。 

一方、申立期間①のうち、平成４年４月 13 日から同年７月１日までの期

間について、Ａ社（Ｂ市）は、前述のとおり、オンライン記録から、当該

期間について、厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていると認められ

る上、同社に係る商業登記簿謄本において確認できる現在の代表取締役に

照会しても、当該期間に係る申立人の厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び回答を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間②について、オンライン記録によれば、申立人のＡ社（Ｃ市）

における標準報酬月額は、当初、申立人が主張するとおり、26 万円と記録

されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日

（平成４年 12月 26日）の後の平成５年 12 月７日付けで、４年７月１日に

遡及して８万円に減額訂正されていることが確認できる上、同僚３人の標

準報酬月額も、申立人と同様に、５年 12 月７日付けで、４年７月１日に遡

及して８万円に減額訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該遡及訂正

処理を行う合理的な理由は無く、申立人について、申立期間②の標準報酬

月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の

申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主が当初届け出た、26 万円に訂正

することが必要である。 

４ 申立期間③のうち、平成４年 12月 26日から５年２月 26日までの期間に

ついて、オンライン記録によれば、申立人のＡ社（Ｃ市）における資格喪

失日は、当初、同年２月 26 日と記録されていたところ、前述の標準報酬月

額の遡及訂正処理日と同日の同年 12 月７日付けで、当該記録が遡及して取

り消され、申立人の資格喪失日は、４年 12 月 26 日とされたことが確認で

きる。 

また、Ａ社（Ｃ市）は、前述のとおり、平成４年 12 月 26 日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっているが、同社に係る商業登記簿謄本によ

れば、同社は、当該期間においても法人格を有し、適用事業所としての要

件を満たしていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、前述の処理を

行う合理的な理由は無く、申立人について、平成４年 12 月 26 日に資格を

喪失した旨の処理は有効なものとは認められず、申立人のＡ社（Ｃ市）に

おける資格喪失日は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た５年２月 26

日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｃ市）にお

ける訂正前の平成４年 11 月のオンライン記録から、26 万円とすることが

妥当である。 

一方、申立期間③のうち、平成５年２月 26 日から７年４月頃までの期間

について、Ａ社（Ｃ市）は、前述のとおり、オンライン記録から、当該期

間について厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていると認められる上、

前述の代表取締役に照会しても、当該期間に係る申立人の厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び回答を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせ



る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成７年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年２月 28日から同年３月１日まで 

私のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、平成７年２月 28

日となっているが、私は同日まで同社に勤務していたので、資格喪失日を

同年３月１日に訂正し、申立期間について、被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＡ社の複数の同僚の記憶により、申

立人は、平成７年２月 28 日まで継続して同社に勤務していたことが認められ

る。 

また、Ａ社の元事業主及び経理担当者は、厚生年金保険料は当月控除だっ

たとしているところ、申立人と同日付けで被保険者資格を喪失した複数の同

僚から提出された平成７年２月分の給与明細書によれば、厚生年金保険料が

控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、オンライン記録によれば、Ａ社は、当時、平成７年２月 28 日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなったと記録（平成 22 年 12 月１日付けで７年

２月 28 日から同年３月１日に変更。）されていたものの、同社の商業登記簿

謄本によれば、同社は、申立期間において解散・閉鎖されておらず、法人格



を有していたことが確認でき、厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を

満たしていたものと判断できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成７

年１月のオンライン記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社は、申立期間当時、社会保険事務所（当時）において適用事業所

としての記録が無かったことから、社会保険事務所は、申立人に係る平成７

年２月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



福島厚生年金 事案 1396 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成７年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年２月 28日から同年３月１日まで 

私のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、平成７年２月 28

日となっているが、私は同日まで同社に勤務していたので、資格喪失日を

同年３月１日に訂正し、申立期間について、被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＡ社の複数の同僚の記憶により、申

立人は、平成７年２月 28 日まで継続して同社に勤務していたことが認められ

る。 

また、Ａ社の元事業主及び経理担当者は、厚生年金保険料は当月控除だっ

たとしているところ、申立人と同日付けで被保険者資格を喪失した複数の同

僚から提出された平成７年２月分の給与明細書によれば、厚生年金保険料が

控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、オンライン記録によれば、Ａ社は、当時、平成７年２月 28 日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなったと記録（平成 22 年 12 月１日付けで７年

２月 28 日から同年３月１日に変更。）されていたものの、同社の商業登記簿

謄本によれば、同社は、申立期間において解散・閉鎖されておらず、法人格



を有していたことが確認でき、厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を

満たしていたものと判断できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成７

年１月のオンライン記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社は、申立期間当時、社会保険事務所（当時）において適用事業所

としての記録が無かったことから、社会保険事務所は、申立人に係る平成７

年２月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



福島厚生年金 事案 1397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成７年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 38 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年２月 28日から同年３月１日まで 

私のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、平成７年２月 28

日となっているが、私は同日まで同社に勤務していたので、資格喪失日を

同年３月１日に訂正し、申立期間について、被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及びＡ社の複数の同僚の記憶により、申

立人は、平成７年２月 28 日まで継続して同社に勤務していたことが認められ

る。 

また、Ａ社の元事業主及び経理担当者は、厚生年金保険料は当月控除だっ

たとしているところ、申立人と同日付けで被保険者資格を喪失した複数の同

僚から提出された平成７年２月分の給与明細書によれば、厚生年金保険料が

控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、オンライン記録によれば、Ａ社は、当時、平成７年２月 28 日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなったと記録（平成 22 年 12 月１日付けで７年

２月 28 日から同年３月１日に変更。）されていたものの、同社の商業登記簿

謄本によれば、同社は、申立期間において解散・閉鎖されておらず、法人格



を有していたことが確認でき、厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を

満たしていたものと判断できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成７

年１月のオンライン記録から、38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社は、申立期間当時、社会保険事務所（当時）において適用事業所

としての記録が無かったことから、社会保険事務所は、申立人に係る平成７

年２月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 




